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～６月は、「不法投棄防止強化月間」です～

　「不法投棄」とは、「廃棄物処理法」で定められた処分場以外に廃棄物を投棄することです。不法投棄には
厳しい罰則が設けられており、場合によっては逮捕されてしまうこともあります。“ちょっとくらいなら”“た
かが不法投棄”と安易な気持ちでごみを不法に捨てずに、決まりに
従って正しく処分するようにしましょう。
　村では、環境監視員等と連携して不法投棄防止のための巡回パ
トロール等を実施していますが、不法投棄はなかなか後を絶ちま
せん。自然に恵まれたすばらしい村を将来の子どもたちに残して
いくためにも「不法投棄はしない、させない、許さない」という強い
気持ちを持ちましょう。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ】環境政策課環境保全担当（☎282-1711 内線1451）、茨城県廃棄物対策課（☎301-3033 ）

品回収業者に渡さないでください。不法投棄や
トラブルの原因になります。※処理する場合は、
リサイクル料金と収集･運搬料金が必要となり
ます。詳細は「ごみ処理ハンドブック」をご覧く
ださい。

　法律上、土地･建物の所有者または管理者は、
不法投棄された場合、そのごみを自らの責任で
処理しなければなりません。

自分の敷地に不法投棄！

　ごみの処理は誰の責任に？

　タイヤ、バイク、建築廃材、コンクリート破
片、ブロック等の処理は、販売店や専門の処理
業者に依頼する必要があります。

処理困難物･危険物等が

　投棄されてしまったら？

　エアコン･テレビ･冷蔵庫･洗濯機の家電４品
目（家電リサイクル対象製品）は、村では処理で
きず、正しい方法でリサイクルしなければなり
ません。ごみとして処理する際は、安易に不用

家電４品目が投棄されたら？

不法投棄を防ぐために！

　不法投棄を未然に防ぐ
には、不法投棄をされな
い環境を作り、適切に管
理することが大切です。日
頃から土地の管理には十
分に注意してください。

　 フェンス等の囲いを設ける。
　 ごみや材木等を放置しない。
　 監視カメラや不法投棄禁止の看板を立てる。

「久慈川一斉クリーン作戦」を実施します！

期日▼７月２日（日）※雨天時は７月９日（日）
に延期します。実施の有無は、当日の午前
６時10分に防災行政無線放送でお知らせ
します。

時間▼午前７時～（１時間程度）
場所▼久慈川河川敷運動場（石神外宿･石神内

宿）、竹瓦橋両岸、亀下堤防付近、豊岡排
水機場付近

その他▼ごみ袋を配布します。
軍手をお持ちください。

問い合わせ▼都市整備課管理担
当（☎282-1711 内線1243）

「久慈川一斉クリーン作戦」を実施します！７月２日（日）

　久慈川水系の環境美化と水質保全のため、久慈川の沿岸周辺で清掃活動を実施します。皆さん
のご協力をお願いします。

【このような光景を見て、あなたはどう思いますか？】




